
日本医学会会長殿

革新的医薬品等の「最適使用推進ガイドライン」作成に係る

協力要請について

平素より、厚生労働行政に御理解、御協力を賜り誠にありがとうございま
す。

さて、経済財政運営と改革の基本方針2016 (平成28年6月2日閣議決

定)において、「革新的医薬品等の使用の最適化推進を図る」ことが盛り込

まれました。

これを受け、厚生労働省では、「最適使用推進ガイドライン」を作成し、

革新的医薬品等の最適な使用を進めていくこととしており、今後、当該医薬

品ごとにガイドラインを作成する予定です。

このため、貴会傘下の当該医薬品等の適応疾患に関連する学会に対して当

該ガイドライン作成に当たっての協力を依頼することとしておりますので、

貴職におかれましては、傘下の医学系学会に対する周知及び協力の依頼にっ
き、よろしくお願いいたします
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